
資料１

No. 有害図書指定日 図　書　類　の　名　称 発行・発売日 発行所、制作所、受審会社等

1 殺人者戦慄の発言集 平成27年3月16日発行 株式会社鉄人社

2 別冊宝島2239　21世紀殺人者読本 平成26年10月12日発行 株式会社宝島社

3 100％ムックシリーズiP！スペシャル おとなのインターネット 平成27年6月1日発行 株式会社晋遊舎

4 100％ムックシリーズ無法サイトナビゲーター 平成27年4月1日発行 株式会社晋遊舎

5 人殺し大百科　新装版 平成24年５月25日発行 株式会社データハウス

6 ヤバすぎ[検証]悪い手口124 平成26年９月10日発行 株式会社三才ブックス

7 裏仕事師儲けのからくり 平成24年10月４日発行 株式会社三才ブックス

8 実話ブラック ザ・タブーSPECIAL Vol.8 平成27年７月25日発行 ミリオン出版株式会社

9 決定版！悪用禁止！悪知恵 平成25年3月22日発行 株式会社宝島社

10 ヤバすぎ激裏情報 平成27年7月10日発行 株式会社三才ブックス

11 ナックルズ極ベスト　Vol.12 平成27年12月1日発行 ミリオン出版株式会社

12 iP!特別編集100％ムックシリーズ　おとなのスマートフォン 平成27年9月1日発行 株式会社晋遊社

13 ググってはいけない禁断の言葉2016 平成28年1月1日発行 株式会社鉄人社

14 図解アリエナイ理科ノ教科書ⅢC 平成21年7月1日発行 株式会社三才ブックス

15 iPhone6sすぐに使える便利ワザ裏ワザ 平成27年11月1日発行 株式会社鉄人社

16 封印発禁GfileVol.7 平成27年8月20日発行 株式会社大洋図書

17 ミリオンムック12 BLACKザ・タブーVol.16 平成27年5月25日発行 ミリオン出版株式会社

【有害図書類に関する規定】

○北海道青少年健全育成条例
　（有害図書類の指定及び販売等の禁止等）
　第16条　次の各号のいずれかに該当するものは、有害図書類とする。
　　 (1)　書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性
        行為（以下「卑わいな姿態等」という。）を撮影した写真又は描写した図画で規則で定めるものを掲載するページ
       （表紙を含む。以下同じ。）がその総ページの３分の１以上を占めるもの
　　 (2)　録画テープ又は録画盤であって、卑わいな姿態等を描写した場面で規則で定めるものの描写の時間が連続して３分
        を超えるもの若しくは合わせて５分を超えるもの又は録画テープ若しくは録画盤の製作若しくは販売を行う者で構成
        する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
　　 (3)　前２号に掲げるもののほか、知事が、図書類の内容の全部又は一部が、著しく粗暴性を助長し、性的感情を刺激
        し、又は道義心を傷つけるもの等であって、青少年の健全な育成を害するおそれがあると認め指定したもの
　２　図書類の取扱いを業とする者は、有害図書類を青少年に販売し、頒布し、贈与し、貸し付け、閲覧させ、視聴させ、若
    しくは聴取させ、又は青少年と交換してはならない。
　（部会）
　第51条　審議会は、必要に応じ、部会を置くことができる。
　２　部会は、審議会から付託された事項について調査審議するものとする。
　３　部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。
　４　部会に属すべき委員及び特別委員は、会長が指名する。
　（諮問等）
　第54条　知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、審議会の意見を聴かなければならない。ただし、第２号に掲げる
        場合で緊急を要するときは、この限りでない。
　　 (1)　第９条第１項の規定による基本計画の策定（基本計画の変更を含む。）をしようとするとき。
　　 (2)　第15条第１項、第16条第１項第３号、第19条第１項第４号、第20条第１項又は第22条第１項第３号の規定による
        指定をしようとするとき。
　　 (3)　第16条第１項第１号若しくは第２号、第19条第１項第１号、第20条第１項、第22条第１項第１号又は第37条第１
　　　　項第３号の規定により規則を定めようとするとき。
　２　知事は、前項ただし書の規定により審議会の意見を聴かないで指定をしたときは、速やかにその旨を審議会に報告し
　　なければならない。

　条例第54条第１項第２号及び第３号にかかる事項について審議を付託する。

平成27年度有害図書類指定一覧

平成27年6月30日

平成27年8月4日

平成27年11月24日

平成28年2月16日

○社会環境整備部会への付託事項（平成19年５月31日決定）


